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ホ

フ
ナ
ー

「家
族
手
當

立
法

の
発
展

」

戸

矢

雅

彌

本
誌
前

號
に
於

て
私
は

ノ
ル
ウ
ェ
ー
委
員
會

の
意
見
を
紹
介
す

る

こ
と

に

よ
つ
て
家
族
手
當
制
度

の
理
論
的
部
分

の

一
端

に
ふ
れ
た
。
其

の
後

た

ま
た
ま
諸
國
に
於

け
る
家
族
手
當
制
度
を
極

め
て

一
般
附
に
概
観
し
た
論

,
文
を
見
る
こ
と
が
出
來
た
。
そ
れ
は
國
際
労
働

局
職
員

Ω
巴
δ

国
o
穿

巽

氏

の

個

の
文
献
と
考

へ
る
か
ら
以
下
に
紹
介
し
た
い
と
思

ふ
。
紹
介

の
方
法
は

抄
誰
と
し
、
但
し
、
順
序
、
区
分
は
原
文
に
從

ふ
こ
と

Σ
す
る
。
.二
重
括

弧
は
原
文
中

の
引
用
箇
所
を
示
し
、

一
重
括
弧
は
原
文
を
課
田
し
た
部
分

で
あ
り
、
括
弧
を
附
し
た
註
は
抄
課
に
際

し
私
が
加

へ
た
も

の
で
あ
る
。

幽
拡
大

へ

の

要

因

で

あ

る
。

ち

な

み

に
、

ホ

フ
ナ

ー
氏
は

先

に

に
於

て
本
論
文

の
前
提
と
な
る
論
文
を
嚢
表
し
て
ゐ
る
。

'右
論
文
は
家
族

手
當
制
度
を
各
國

立
・法

の
現
歌
に
帥
し
て
理
解
す
る
好

家
族

手
當
は
大
職
中

フ
ラ

ン
ス
に
於

い
て
初

め
て
大
規
模
に
採
用
さ
れ

た
。
當
時

フ
ラ

ン
ス
に
於

て
は

『
軍
需

工
業

が
莫
大
な
利
潤
を
あ
げ

て
ゐ

た
反
面
、
生
活
費

の
騰
貴

が
労
働

者
か
ら
名
目
上

の
高
賃
銀

の
利
得
部
分

①

を
奪

ひ
去

つ
て
』

ゐ
た

の
で
あ

つ
た
。
そ
こ
で
雇
傭
主
た
ち
が
労
働

者
に

家
族
手
當
を
支
給

し
た
目
的
は
、
賃
銀
で
は
子
供

の
養
育
に
不
適
當

だ
と

C
laire H

offner

"R
ecent D

evelopm
ent in C

om
pulsory of Fam

ily

A
llow

ances" (International L
abour R

eview
, vol. X

L
I.

N
o. 4, A

pril 1940.)

"T
he C

om
pulsory  Paym

ent of Fam
ily A

llow
ances in 

B
elgium

, France and Italy" (International L
abour R

e

view
, V

ol. X
X

X
II, N

o. 4, O
ctober 1935.)

(Factors M
aking for E

xtention)



考

へ
た
の
で
、
挟
養
家
族
を
有

つ
て
ゐ
る
労
働

者

の
負
擾
を
輕
く
し

よ
う

と
考

へ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
か
つ
た
。
家
族
手
當

の
た
め
の
初
期

の
金

庫
制
度

に
現
は
れ
た
か
う
し
た
要
求
は
、
今
日

に
至
る
ま
で
未
だ
に
そ

の

立
法

の
底
を
流

れ
て
ゐ
る
目
的

の

一
つ
で
あ
る
。

経
済

學
者
、社
會

學
者

な

い
し
は
衛

生
學
者

の
研
究
に
よ

つ
て
、賃

銀
は

労
働

者

の
家
族

の
扶
養

に
不
適
當
で
あ

る
と

い
ふ
こ
と
が
明
か
に
な

つ
た

矢
先
、
人
口
學
上

の
統

計
は
各
國
に
於

け
る
出
生
数

の
減
少
を
示
し
た
。

「
欧
洲
諸
國
全
髄
と
し
て
の
人

口
槽
加
は

一
九

一
〇
年
か
ら

一
九

三
五
年

②

の
期
間
で
は

一
五
パ
ー
セ

ン
ト
と
推
算

せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
ア
ジ

ヤ
諸
國

に
於

て
は

三
ニ
パ
ー

セ
ン
ト
、

ア
メ
リ
カ
諸
國
に
於

て
は
四
五
パ
ー

セ
ン

ト
で
あ

つ
た
。

右

の
期
間
中
、

世
界
全
體

は

三
八

パ

ー
セ
ン
ト
増
加

し

た
。
即
ち
欧
洲

に
於
け
る
増
加

の
二
倍
以
上
で
あ
る
。
鰍
洲
諸
國
に
於

て

も
亦
著
し

い
差
異
が
あ
る
。
例

へ
ば
ド
イ
ツ
の
如
き
は
、
人
口
の
敷

的
水

準
を
維
持
す
る
に
必
要
な
最
小
限
度

の
出
生
敷

に
不
足
す
る
こ
と
僅
か

一

一
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
英
國
本

土
に
於

て
は

こ
の
不
足
籔
は
二
〇

パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、

フ
ラ

ン
ス
に
於

て
は
二
五
、

ス
ゥ
ェ
ー
デ

ン
に
至
つ

て
は
三
〇

パ
ー
セ
ン
ト
等

々

で
あ
る
」
。

こ
の
朕
態
を
以
前

の
均
衡
状
態

に
取
り
戻

さ
う
と
す

る
に
は
、

い
ろ

い
ろ
な
要
因
を
考
慮

に
入
れ
な
け
れ

■ぱ
な
ら
な

い
の
で
あ

つ
て
、
心
理
學
的
乃
至
は
道
徳
的
な
そ
れ
も
決
し

て

重
要
で
な

い
こ
と
は
な

い
が
、
経
済

的
環
境
を
良
く
す

る
こ
と
も
確

か
に

一
っ
の
條
件
で
あ
る
。

こ
の
條
件
に
着
目
し
て
、
各
國
政
府
は

「
人

ロ
學

上

の
分
野
に
於
け
る
有
力
な
武
器
と
し

て
」
家
族

手
當

の
制
度
を
接
張
し

よ
う
と
考

へ
る
に
至
つ
た

の
で
あ
る
。

賃
銀

の

一
般
的
な
騰
貴
は
實
際
上
常

に
生
活
費

の
騰
貴
を
招

き
勝
ち
で

あ
る
。
從

つ
て
扶
養
家
族

を
有
す
る
労
働

者
と

こ
れ
を
有
し
な

い
榮
働
者

と

の
不
平
等
を

剛
暦
甚
だ
し
く
す
る
。
之
に
反
し
て
家
族

手
當
は

「
労
働

者

が
最
も
多
く

必
要
と
す

る
丁
度

そ
の
場
所

へ
、
し
か
も
必
要
に
比
例
し

て
」

附
加
的
に
手
當
を
支
給
す
る
。

從

つ
て

賃
銀

の

一
般
的
な
騰
貴

よ

り
も
、
産
業

や
公
共

一
般

に
対
し
遙

か
に
輕

い
負
担
を
か
け
る
に
過
ぎ
な

い
。
こ
の
制
度

が
法
律

に
依

つ
て
劃

一
的

に
適
用
せ
ら
れ
る
か
、
或
は
均

齊

金
庫
が
設
立
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
自
ら
進
ん
で
手
當
を
支
給
し

よ
う
と

す
る
雇
傭
主

が
他

の
狡
量
な
競
璽
者
に
依

つ
て
安
費
さ
れ
る
危
険

に
脅

か

さ
れ
ず
に
濟

む
の
で
あ
る
。

現
在

の
政
治
的
及
び
経
済

的
情
勢
は
多
く
の
黙
に
於

て
大
職
中
及
び
職

後

の
期
間

に
類
似
し
て
ゐ
る
。
そ
し

て
現
今

に
於

て
は

な
ほ
こ
の
制
度
が

現
時

の
特
別

の
必
要

に
庭
す
る
手
段
と
し
て
、
倍
加
さ
れ
た
重
要
性
を
有



す

る
も

の
と

考

へ
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

立

法

の

畿

達

　
家
族

手
當
を

規
定
し

た
最
初

の
立
法
は

一
九
二
六
年

の

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド

の
法
律
で
あ
る
。

つ
穿
い
て
翌
年
、
　
同
様

の
法
案
が

ニ
ュ
ー
サ
ウ

ス

ウ
ェ
ー
ル
ス
で
通
過
し
た
。
　
こ
の

二
つ
の
法
律

が

一
九
三
〇
年

の

ベ

ル

ギ
ー
の
杢
く
新
ら
し

い
立
法

に
何
等
か

の
影
響
を
與

へ
た
か
は

不
明
で
あ

る
。

一
九
三

二
年

の
フ
ラ

ン
ス
の
制
度
は

ベ
ル
ギ
ー

の
制
度
に
類

似
し

て

ゐ
る
が
、

こ
れ
は

フ
ラ

ン
ス
、
ベ

ル
ギ
ー
の
雨
國
が
境
を
接
ず

る
國
で
あ

り
、
立
法
が
な
さ
れ
る
以
前
に
家
族
手
當

の
私
設
金
庫

の
制
度
を
と
も
に

有
し

て
ゐ
た
黙
か
ら
謂

つ
て
も
當
然
な

こ
と
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ー
は
労
働

協
約

と

い
ふ

形
式
で
手
當
制
度
を
採
U
入
れ

た

が
、

短

い
試
験
期
を
経

て
、

一
九

三
六
年

に
興
味
あ
る
改
正
の
跡
を

み
せ
た
立
法
を
な
し
た
。
こ

れ
ら

三
ケ
國

の
制
度
は

一
九
三
七
年
の
チ
リ
、

一
九

三
八
年

の

ハ
ン
ガ
リ

ー
、
及
び

ス
ペ
イ
ン
の
立
法

に
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
國

の
制
度
は
各
國

に
於

て
そ
れ
ぞ
れ
其

の
獲

展

の
速
度
を
異

雫

'

に
し
た

の
で
あ

つ
て
、
こ
の
點

か
ら

こ
れ
を

三
つ
に
分

つ
て
考
察
す
る
こ

と
が
出
來
る
。

即
ち

①

創
設
せ

ら

れ
た
ま
Σ
殆
ん
ど
修
正
を
加

へ
ら
れ

セ

ゐ

な

い
も

の
ー

固

定

型

(
oロけ9◎
剛∪
一一罰ω
O(一
ωOザ
O
b
ρ
O
ω)
、

②

創

設

以

來

絶

え

ず
変
化

し
獲

展
す

る
も

の
ー

恐
ら

く

一
番

重
要

な

も

の
で
あ

ら

う

ー

進

化
型

(O
〈
O
言
ユ
O
旨
9。
『唄

。。O
ぴ
Oヨ
⑦
。。
)
、

③

右

の

二

つ
に
關

聯

を

も

つ
新

型

(
昌
O
メ〈

ωO
ぴ
O
b
PO
oo
)
。

①

固

定

型

ニ
ュ
ー
ジ

ー

ラ

ン
ド

及

び

ニ
ュ
ー

サ
ウ

ス
ウ

エ
ー

ル

ス
に
於

て
施

行

せ

ら

れ

て
ゐ

る
制

度

が

こ
れ

に
禺

す

る
。

ニ
ュ
ー
ジ

ー

ラ

ン
ド

に

於

て
は

一

九

二
六

年

の
法

律

に

依

つ
て

所
得

の
低

い

家

族

に
対
し

て
、

子
供

の
養

育

の
た

め
に
家

族

手
當

を
規

定

し

て

一
九

二

七
年

四

月

一
日

か
ら

施

行
し

た

。
其

の
後

の
大

き

な
変
化

は

一
九

三

八
年

の

「
社
会
保

障

法

」
(
ω
o
o
睡巴

ω
oo
二
『
津
矯

》
9
)

に
依

つ
て
扶

助
制

度

が

統
合

せ
ら

れ

た
事

で

あ

る

。

そ

の
目

的

は
從

來

施

行

さ

れ

て
ゐ

た
無

醸

幽

の
制

度

を
所

得

を

、
基

礎

と

し

(1) V
ictor  G

uesdron: L
e m

ouvem
ent de creation et 

 d'extension des caisses d'allocations fam
iliales (Paris, 

 1922). 

(2) H
. E

. Schuchardt: "A
ssegni e salari fam

iliari" 

 (L
e 4ssicurazioni sociali, Sept.-O

ct. 1938.)

(stabilised schem
es)'

(G
row

th of the L
egislation)

(evolutionary schem
es)'

(new
 schem

es)°

(Social

Security A
ct)



て
算
定
さ
れ
る
醸
出
を
要
す
る
扶
助
制
度

に
置
き
代

へ
る

こ
と

で

あ

つ

た
。
家
族
手
當
に
關

し
て
は
手
當
支
給

の
年
齢
制
限
」
手
當
率
、
手
當
支

給

の
所
得
制
限
に
關
す
る
規
定
を

一
暦

ゆ
る
や
か
に
し
た

こ
と
が

こ
の
立

法

の
主
な
影
響
で
あ

つ
た
。

ニ
ュ
ー
サ
ゥ
ス
ゥ

エ
ー

ル
ス
に
於
て
は
、

一
九
二
七
年
四
月

一
一
日

の

法
律
に
依

つ
て
最
低
賃

金
に
關
す
る
規
定
と
關
連
し

て
手
當
が
開
始

さ
れ

て
以
來
、

二
三

の
小
さ

い
修
正
は

あ
つ
た
が
そ
の
根
本
原
則
は
未
だ
に
菱

つ
て
ゐ
な

い
。
家
族

の
全
所
得
が
生
活
賃

銀
以
下
に
な
れ
ば
勤
労
階
級
で

あ
る
と
否
と

に
拘
ら
ず

手
當
が
支
給

さ
れ
る
。

生
活
賃

銀
は

「
ニ
ュ
ー
サ

ウ
ス
ウ

エ
ー

ル
ス
産
業
委
員
會
」
(
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
C
o
m
m
i
s
i
o
n
 
o
f
 
N
e
w

S
o
u
t
h
 
W
a
l
e
s

)

に
依

つ
て
そ

の
時

そ

の
時
に
決
定
せ
ら
れ
る
。

し
か

し

一
九
二
九
年

一
二
月
二
三
日

の
法
律

に
於

て
は
第

一
子

に
対
し

て
は
支

給
が
差
控

へ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
産
業
委
員
會
に
依

つ
て
、
同
時
に
決
定
せ

ら
れ
た
生
活
賃
銀
が
夫
と
妻

の
生
活
費

の
み
で
な
く
そ

の
子

一
人

の
分
を

も
含
む
と
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
財
源

の
方
法
と
し

て
の
雇
傭
主
に
封

す

る
課
税
は

一
九
三
四
年

一
月

一
日
に
廃
止

せ
ら
れ
、

ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ

ン

ド
と
共
に
、
経
費
は

一
般
豫
算

か
ら
支
出

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②

進

化

型

フ
ラ
ン
ス
及
び

イ
タ
リ
ー
に
於

て
は
、
手
當
制
度
は
比
較
的
短

い
期
間

に
著
し

い
蛮
達
を
途
げ
、
・
そ
の
原
型
か
ら
は

若
干
異

つ
た
制
度
と

な

つ

た
・
そ
れ
が

一
九
三
七
年

の
べ
ル
ギ
あ

制
度
に
至
る
と
、
原
制
度

の
修

正
と

い
ふ
よ
り
は
全
然
新
た
な
規
定

の
操
用
で
あ
る
。

イ

べ

ル

ギ

ー

ベ

ル
ギ
ー
に
於

け
る
家
族
手
當
制
度

の

一
般
的
適
用
を
規
定

し
た

一
九

三
〇
年
八
月
四
同

の
法
律
は
、
二
十
雷

亘
り
私
的
企
業

の
保
護

の
下
に

成
長
し
て
き
た
施
設

に
法
的
基
礎
を
與

へ
、
全
國
的
規
模
に
撞
大

し
た

の

で
あ

つ
た
。
こ
の
法
律

の
適
用
範
囲

は
工
業
、
商
業
、
農
業
そ

の
他

の
企

業

に
於
け
る
全
賃
銀
稼
得
者
及
び
自
由
職
業
家

の
被
傭
者
を
含
む
廣

汎
な

も
の
で
、
箕

の
後
も
振
張
を
績
け
完
成
に
近
づ

い
て
行

つ
た
。
例

へ
ば

一

九

三
六
年
に
は
多
く

の
勅
令
が
蛮

せ
ら
れ
、
或

る
も

の
は
技
術
的
改
良
を

層

、
努

も
の
は
農
林
業
に
於
け
る
臨
時
傭
労
働
者
量

用
範
囲
を
撲

げ
、
ま
た
或

る
も

の
は
手
當
額
を
檜
し
從

つ
て
そ
の
財

源
と
な

つ
て
ゐ
た

雇
傭
者

の
醸
田
金
額
を
引

き
上
げ
た
。

し
か
し
ベ

ル
ギ

ー
に
於

け
る
手
當
制
度
叢

展
の

一
番
重
要
な
特
徴
は
、

一
群

の
新
し

い
手
當
受
取
人
を
其

の
範
囲

へ
と
り
入
れ
た
事
で
あ
る
。

一

九
三
〇
年

の
議
會

に
於
け
る
論
議

の
際
、
賃

銀
稼
得
者
以
外

に
も
手
當
を



捜
張
す
べ
し
と
謂

ふ
入
も

あ
つ
た
が
、

「大
家
族
同
盟
」
(
L
e
a
g
u
e
 
o
f

L
a
r
g
e
 
F
a
m
i
l
i
e
s

)

に
刺
戟
さ
れ

て
輿
論

が
こ
の
方
向

へ
動
き
始

め
た

の
は
既
に
賃
銀
稼
得
者

に
対
し

て
適
用

さ
れ

て
し
ま
つ
た
後
で
あ

つ
た
。

「
小
雇
傭

主
、
小
纏
賛

主
、
小
農

夫
、

小
手
工
業
者

の
多
く

の
人
達
は
、

實

際
上
、
賃
銀
稼
得
者
屯

の

一
部

の
人
達

ほ
ど

の
生
活
は
し

て
ゐ
な
く
、

自
分
自
身

が
扶
養
す
べ
き
家
族
を
屡

々
も

つ
て
居

り
、
し
か
も
手
當
を
貰

は

な

い
の
に
拘
ら
ず
、
自
分
が
傭

つ
て
ゐ
る
入
達
に
は
手
當
を
支
給

し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と

い
ふ
の
が
彊
張
論
者

の
議
論

の
要
黙
で
あ
る
。

右

の
要
求
に
合
す
る
や
う

に
現
在

の
制
度
を
改
革
す

る
に
は
大
き
な
困

難
を
俘

ふ
の
で
あ

つ
て

い
ろ

い
ろ
な
解
決
案
が
議
會

に
現
は
れ
た
。

一
九

三
六
年

一
二
月
、
政
府
に
依

つ
て
提

出
せ
ら

れ
た
法
案

が
途
に

}
九

三
七

年
七
月

一
〇
日
に
法
律
と
な
り
、
財
源

に
つ

い
て
は
少
し
く
異

つ
た
方
法

を
と

つ
た
が

一
九
三
〇
年

八
月
四
同

の
法
律
と
平
行
し
た
線
に
沼
う

て
手

當
を
擾
張

し
た
。
即

ち
適
用
範
囲

は
賃
銀
稼
得
者

以
外

の
人
、
職
人
、
濁

立
生
産
者
、
農
夫
、
卸
蜜
及
び
小
費
商
人
、
雇
傭
主
、
自
由
職
業
者
を
含

む

の
で
あ
る
β
か
く

て
ベ

ル
ギ
ー
は
立
法
を
以
て
全
賃
銀
稼
得
者
に
家
族

手
當
を
及
ぼ
し
た
最
初

の
國
で
あ
る
と
共
に
、
賃
銀
稼
得
者

以
外

の
階
級

に
も
そ
れ
を
接
張
し
た
最
初

の
國
で
あ
る
。

一
九

三
七
年
七
月

一
∩
日

の

右

の
法
律
は
、
詳

細
な
施
行
手
續

を
規
定
し
た

一
九
三
八
年

=

↓
月
二
二

日

の
命
令
に
よ

つ
て
追
補
せ
ら
れ
、
雇
傭
主
に
対
し

て
は

一
九

三
八
年

一

月

一
日
に
遡
及
し
て
施
行
せ
ら

れ
、
其
の
他

の
関
係
當
事
者

に
は

一
九
三

九
年

一
月

一
日
か
ら
施
行
せ
ら

れ
た
。

ロ

フ

ラ

ン

ス

(
フ
ラ

ン
ス
に
於

け
る
家
族

手
當
は
、
ベ

ル
ギ
ー
と
同
じ
や
う
に
雇
傭

主

の
個

人
的
爽
意
に
依

つ
て
ま
つ
登
達
し
た
。
し
か
し
ベ

ル
ギ
ー
の

一
九
三

二
年

の
法
律
は
杢
國
的
な
均
齊

金
庫

の
如
き
大
き
な
改
革
を
な
し
途
げ
た

が

一
九

三
二
年

の
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
は

工
業
、
商
業
、
薗
由
職
業
及
び
農

業

へ
の
手
當
を
規
定
し
た
け
れ
で
も
從
來

の
私
的
慣
行
を
確

立
す
る
程
度

を
出
で
な

か
つ
た
。

・

こ
の
立
法
は
翌
年

か
ら
漸
進
的
に
適
用
せ
ら
れ
た
。

一
九
三
三
年

八
月

一
二
日

か
ら

一
九
三
七
年
三
月
八
日
迄

の
間
に
壷

せ
ら
れ
た
命
令
に
よ
り

適
用
範
囲

に
と
η
入
れ
ら
れ
た
工
業
、
商
業
、
自
由
職
業
に
は
特
別
な
困

難
は
な
か
つ
た
が
、
農
業

に
關
し

て
は
豫
期
し
な

い
障
碍
に
出
會

つ
た
。

一
九
三

一
年

一
二
月

一
五
日
に
上
院
議

員
D
a
r
t
e
y
r
e

氏
が
上
院

へ
の
報

告
文
で
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
障
害

の
中

『
農
業
耕
作
地

の
特
殊
な

状
態

、

そ
の
散
在
性
、

内
在
す
る
利
害

の
衝
突
、

人
員
を
募
る
事

の
困



難
、
就
中
人

々
の
氣
持

が
こ
の
考

へ
を
悦
ん
で
迎

へ
る
ま
で
に
充
分
用
意

さ
れ
て
ゐ
な

い
と

い
ふ
事
實
』
に

つ
い
て
注
意
を
促
し

て
ゐ
る
。
し
か
し

工
業
、
商
業
労
働

者

に
対
し

て
手
當
が
支
給

せ
ら
れ
る
以
上
、
農
業
労
働

者

に
対
し

て
も
亦
支
給
せ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
さ
も
な

け
れ
ば
内
地
方

か
ら
都
會

へ
の
労
働
者

の
集

中
は

一
暦
拍
車

を
か
け
ら
れ
る
で
あ
ら
う

。

一
九
三
二
年

の
法
律
を
農
…業
へ
適
用
す
る
と

い
ふ
施
行
命
令
は

一
九
三
六

年
八
月
五
口

に
公
布
せ
ら

れ
た
。
そ
し

て
、

こ
の
命
令
を
適

用
し

よ
う
と

い
ふ
決
定
が

一
九
三
六
年

一
一
月

コ
ハ
日
か
ら
翌
年

一
一
月

一
日
ま
で

の

問
に
各
縣
に
お

い
て
な
さ
れ
た
。

一
九
三
六
年

一
一
月

一
四
日

の
命
令
は

工
業
、
商
業
及
び
自
由
職
業

に
施

行
さ
れ

て
ゐ
る
手
當
と
同

一
の
最
低
規

準
を
各
縣

に
対
し

て
規
定
し
た
。

一
九
三
八
年

に
は
、
各
産
業
部
門
に
於
て
め
ざ
ま
し

い
改
革

が
行
は
れ

た
。
政
府
は
出
生
率

の
上
昇
を
目
標
と
し
て
新
施
設
を
計
書

し
、
翌
年
實

行

に
移
し
た
。
こ
れ
は
家
族

手
當
制
度

の
統

一
化
、

一
般
化
を
含

む
も
の

で
農

業
に
關
し

て
は
、
年

七
十
五
日
未
満
雇
傭
さ
れ
る
農
業
労
働

者
、
小

所
有
者
、
小
作
人
、
分
盆
小
作
人
を
包
含
す
る
全
地
方
人

口
が
其

の
対
象

と
な

つ
た
。
工
業
、
商
業
及
び
自
由
職
業
に
關
し

て
は
、

一
九
三
二
年

三

月

一
一
日

の
法
律

に
依

つ
て
創
設
さ
れ
て
以
來
、
實
際
上
殆

ん
ど
変
化

を

蒙
ら
な
か

つ
た
の
で
あ
る
が
、

一
九
三
八
年

一
二
月

一
二
日

の
命
令
が
初

め
て
こ
れ
に
憂
質
を
齎
ら
し
た
。
そ

の
主
な
も

の
」
一
つ
は
稼
得
賃
銀
と

手
當
率
と

の
問

に

一
定

の
比
率
を
定
め
た
こ
と
で

あ
る
。

右

の
総

て
の
規
定
及
び
家
族

の
扶
助
に
關
す
る
其

の
他

の
い
ろ

い
ろ

の

施
設
は

一
九
三
九
年

七
月
二
九
日

の
大
統
領
令
に
よ

つ
て
改
正
さ
れ
統
合

さ
れ
た
。

こ
の
命
令

の
主
な
目
的

の

一
は
、

い
か
な
る
部
類

の
家
族
に
封

し

て
も
大
家
族
に
與

へ
ら
れ
る
扶
助

の
支
給

か
ら
除
外

さ
れ
る
こ
と

の
な

い
や
う
に
す
る
事
で
あ
ろ

た
。
從

つ
て
工
業
、
商
業
、
自
由
職
業

の
賃
銀
蟹

稼
得
者

以
外

の
從
業
者
を
含

め
て
、
生
産
に
從

事
す

る
総

て
の
人
達
に
撞

張
せ
ら

れ
た
。

こ
れ
と
同
時
に

一
九
三

二
年

の
法
律

に
依

つ
て
設
定
さ
れ

た
家
族
手
當
、
及
び
政
府

や
地
方
自
治
燈

の
被
傭
者
に
対
す

る
独
立

し
た

制
度
、
並
び
に
國
、
縣
そ

の
他
地
方
當
局

の
認
可

の
下
に
活
動

し
て
ゐ
る

制
度
を
含
む
総

て
の
現
制
度
は
新
し

い
制
度
に
吸
牧
さ
れ
統

一
さ
れ
た
。

今
度
は
手
當

の
率
は
総

て
の
手
當
受
取
人
に

一
様
に
定

め
ら
れ
た
か
ら
、

手
當
受
取
人

の
種
類

の
差
異

に
よ
る
取
扱

の
不
平
等
は
消
滅
し
た
が
、
財

源

の
方
法
は
家
族
手
當

の
観
念
的
基
礎

で
あ
る
連
帯

の
原
則
を

一
層
強
く

し
、

一
定

の
手
當
受
取
人
1

・
労
働者
1
ー

は
醸
出
か
ら
除
外
さ
れ
、
そ

の
他

の
者
ー

雇
傭

主
ー

は
醸
出
を
必
要
と

さ
れ
、
國
家
も
亦
多
額

の



醸
出
を
な
す

の
で
あ
る
。

・

ハ

イ

タ

リ

ー

(
ベ

ル
ギ
ー
、

フ
ラ

ン
ス
に
於

て
は
家
族
手
當

の
立
法
が
な
さ
れ
る
以
前

に
手
當
は
長

い
間
私
的
慣
行
と
し
て
實
際

上
存
在
し
て
ゐ
た

の
で

あ
つ
た

が
、

イ
タ
リ
ー
に
於

て
は

一
九
三
四
年

一
〇
月

一
一
日

の
労
働
協
約
に
依

つ
て
初

め
て
採
用

さ
れ
た
。
そ
れ
は
週
四
十
時
間
制
に
よ
る
労
働
時
問

の

減
少

に
よ

つ
て
、
所
得
を
制
限
せ
ら
れ
た
労
働
者
を
救
濟
す
る

の
が
目
的

で
あ

つ
た
。
こ
れ
が
、
財
源

の
た

め
雇
傭

主
と
同
じ
程
度
で
は
な

い
が
、

労
働

者
自
身
が
醸
出

を
要
求
さ
れ
、
保
険

制
度

に
幾
分
類
似
し
て
ゐ
る
家

族
手
當
制
度

の
歴
史

の
始

め
で
あ
る
。

し

か
し
、
賃
銀
減
少
に
対
す

る
補
償
と

い
ふ
最
初

の
性
質
を
長

く
存
続

し

て
は
ゐ
な
か

つ
た
。

一
九
三
六
年

八
月
一
二

日

の
勅
令
は
、
協
約
に
代

つ
て
家
族

手
當
を
恒
久
的

な
法
的
制
度
と
な
し
た
。
手
當
は
か
く

て
労
働

時
間
と

の
關
連
を
絶

つ
て
、
工
業

に
於

け
る
杢
労
働
者
に
強
制
的
と
な
り
、

そ
れ
と
同
時
に
制
度

の
實
施
に

つ
い
て
は
國
家
が
與
り

一
定

の
補
助

金
を

も
與

へ
た

の
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ー
の
家
族
手
當

の
第

一
の
特
微
は
、
叢

展

の
急
速
な

こ
と
で
あ

る
。
手
當

の
基
礎
を
協
約
か
ら
立
法
に
移
し

て
数

ケ
月
の
後
、

一
九

三
七

年

七
月

一
七
日
に
更
に
次

の
命
令
が
公
布

さ
れ
、
そ

の
基
礎
を
再
組
織

し

捜
大
し
た
。
そ
の
命
令
は
、
「
フ
ァ
シ
ス
ト
大
評
議
會

」(
F
a
s
c
i
s
t
 
G
r
a
n
d

C
o
u
n
c
i
l

に
依

つ
て
人
ロ

の
増
加
に
有
力
な
手
段
で
あ
り
、
「
社
會

正
義
」

に
よ

つ
て
要
請

さ
れ
る
施
設
で
あ
る
と
宣
言
も
れ
た
家
族
賃
銀

の
原
則
を

工
業

・商
業
・農

業
並
び
に
、
銀
行
及
び
保
険

業

の
杢
労
働
者
に
適
用
し
た
。

一
九
三
六
年
八
月
二

一
日
及
び

二
二
日
、
更
に
九
月
七
日
及
び

一
七
日

の
協

約
に
よ
つ
て
商
業
、農
業
、
銀
行
及
び
保
険

業
、
労
働
者

へ
の
撞
大

の

第

一
歩
が
な
さ
れ
た
手
當
制
度
は
、
か
く
し
て
法
的
施
設
と
し
て
確
固
た

る
地
歩
を
固
め
て
行

つ
た
。
し
か
し
、
手
當
は

こ
の
新
し

い
命
令

の

一
般

的
規
定
に
依

る
の
み
で
な
く
、
労
働
協
約
或
は
他

の
同
様
な
規
定
に
よ
り

定

め
ら
れ
た
特
則
に

よ

つ
て
も
亦
規
制
せ
ら
れ
る
と

せ
ら
わ
た
。

即
ち

「
フ
ァ
シ
ス
ト
自
由
職
業
及
び
藝
術
家
総
聯
合
會
」
(
F
a
s
c
i
s
t
 
C
o
n
f
e
d
e

r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
L
i
b
e
r
a
l
 
P
r
o
f
f
e
s
s
i
o
n
 
a
n
d
 
A
r
t
i
s
t
1

)
に
よ
つ
て
代

①

表
さ
れ
る
人

々
に
傭
は
れ
る
賃
銀
稼
得
者
、

及
び

「
フ
ァ
シ
ス
ト
自
由
職

業

及
び
藝
術
家
聯
合
曾
」

に
依

つ
て
代
表
さ
れ
る
賃
銀
稼
得
者
に
対
す

る

家
族
手
當

の
特
則
な
ど
が

こ
れ
で
あ
る
。

一
九
三
七
年

七
月

一
七
日

の
命
令

の
下
で
二

つ
の
新
し

い
労
働
協

約
が

締
結
せ
ら
れ
た
。

一
つ
は

一
九

三
七
年

八
月
三
日
に

「
フ
ァ
シ
ス
ト
商
業



総

聯
合
會

」
(
F
a
s
c
i
s
t
 
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
T
r
a
d
e
r
s

)
と

「
フ
ァ
シ
ス

ト
商
業
從
業
員
総
聯
合
會
」

(
F
a
s
c
i
s
t
 
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
 
C
o
m

m
e
r
c
i
a
l
 
W
o
r
k
e
r
s

)

と

の
間
に
締
結
せ
ら

れ
、
他

の

一
つ
は
八
月
二
七

日

に

「
フ
ァ
シ
ス
ト
自
由
職
業
及
藝
術
家
総
聯
合
會
」
と

「
フ
ァ
シ
ス
ト
商

業
從
業

員
総
聯
合
會
」

と
の
間
に
締
結
せ
ら
れ
た
が
、

こ
れ
ら
の
協
約
は

商
業
從
業
員
及
び
工
業

の
有
給
被
傭
者
に
於

け
る
と
同

一
の
手
當
を
支
給

し
、
財
源

に
は
労
働
者

の
参
加
す
る
こ
と
を
定
め
て
ゐ
る
。

一
九
三
七
年

一
月

一
日

の
銀
行
及
び
保
険

業
從
業
員

の
制
度
に

つ
い
て

は
特
に
述
べ
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
黙
に
つ
い
て
は

一
般
的
制
度

よ
り
も

一
暦
手
當
受
取
人
に
有
利
な
も
の
で
、
こ
の
場
合

に
は
手
當
は
労

働
協
約
に
よ
る
給
付

に
代
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
補
足
と
し

て
支
給

せ
ら

れ
る
。
そ
の
他
、
手
當
支
給

の
制
限
年
齢
は
十
八
歳
に
引
下
げ
ら
れ
し

か

も
子
に

の
み
限
る

の
で
は
な
く
妻

や
係
累
に
迄
も
支
給
せ
ら
れ
る

の
で
あ

る
o③

新

型

一
九
三
、七
年

か
ら

一
九
三
八
年
ま
で
の
間
に
家
族
手
當
に
關
す
る
立
法

を
途
げ

た
國
が
三

つ
あ
る
。
チ

リ
及
び

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
於

て
は
産
業

の
主

要
部
門

に
、

ス
ペ
イ
ン
に
於

て
は
全
労
働
者
に
適

用
せ
ら
れ
た
。

イ

チ

リ

一
九
三
七
年

二
月
五
日

の
チ
リ
の
法
律
は
、
イ
タ
リ
ー
の
制
度
に
多
く

の
鮎
で
類
似
し
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
、
施
行

の
方
法
、
雇
傭
主
及
び
被
傭
者

隻
方

の
財
源

へ
の
参
加
、
年
齢
制
限
が
十
八
歳
で
あ
る
こ
と
、

母
、
妻

の

如
き
部
類

の
手
當
受
取
人

へ
の
擾
張
、
な
ど
で
あ
る
。

「保
健
省
」
(
i
n
i
s
t
r
y
 
o
f
 
P
u
b
l
i
c
 
H
e
a
l
t
h

)
の
要
求
に
基
づ

い
て

「
社
會
保
険

局
」
(
S
o
c
i
a
l
 
I
n
s
u
r
a
n
c
e
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

)
は
強
制
社
會

保
険

の
適
用
を
受
け
て
ゐ
る
全
労
働
者
に
対
し

て
手
當
制
度
を
採
用
す

る

た

め
に
最
近
、
法
案
を
起
草
し
た
o

ロ

ハ
ン
ガ
リ
ー

(
工
業
、
鑛
業
、
商
業
に
於
け
る
家
族
手
當
を
規
定

し
て
ゐ
る
。

一
九

三

八
年

一
二
月
二
八
筒

の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
法
律

は
翌
年

一
月

一
日
に
施
行
せ

ら
れ
た
。
こ
の
法
律
は
労
働
者
に
対
し

て
の
み
適
用
せ
ら
れ
、
し

か
も
雇

傭
労
働
者
敷

二
十
人
以
上
の
企
業

の
場
合
に
限

つ
て
ゐ
る
。
そ
し

て
ベ

ル

ギ
ー
の
制
度

に
傲

ひ
全
國
的
均
齊
金
庫
と
共
κ
㍉

工
業

の
主
要
部
門
に
於

い
て

一
定
数

の
均
齊
金
庫
を
有
し
て
ゐ
る
。

ハ

ス

ペ

イ

ン

(
フ
ラ
ン

コ
政
府

の
社
會

計
豊

を
規
定
し

た

剛
九
三
八
年

三
月
九
日

の



「
労
働
憲
章
」
(
L
a
b
o
u
r
 
C
h
a
r
t
e
r

)
は
家
族

手
當

の
探
用
に

つ
い
て
次

の
や
う

に
蓮
べ

て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
労
働
に
対
す

る
報
酬
は
労
働
者
及
び

そ

の
家
族
が
人
間

的
な
し
か
も
価
値

あ
る
生
活
を
醤
む
に
充
分
で
あ
る
べ

き
で
、

こ
の
目
的

の
た

め
に
家
族
手
當
は
適
當
な
機
關
に
依

つ
て
設
定
せ

ら
る
べ
き
で
あ
る
と
。
そ
し

て
家
族
手
當

の
事
業
は

一
九
三
八
年
七
月

一

五
日
に
再
建
せ
ら

れ
た

「
全
國
社
會
編
利
協
會

」
(
N
a
t
i
o
n
a
l
 
I
n
s
t
i
t
u

t
i
o
n
 
o
f
 
S
o
c
i
a
l
 
W
e
l
f
a
r
e

)
に
委

託
せ
ら

わ
た
。

そ
の
協
會
は
新

ス
ペ

イ

ン
國

の
社
會
保
険

を
創
設
す

る
責
務

を
有
し

た
の
で
あ
る
が
、
先
づ
家

族
手
當

の
探
用

か
ら
着
手
し
た
。

「
家
族
手
當
法
」
(
F
a
m
i
l
y
 
A
l
l
o
w
a
n
c
e
s
 
A
c
t

)
は

一
九
三
八
年

七

月

一
八
日
に
、

施
行
規
則
は
同
年

一
〇
月
二

一
日
に
公
布

せ
ら
れ
、

手

當

の
支
給
は

一
九
三
九
年

三
月

一
日
か
ら
開
始
せ
ら
れ
た
。

こ
の
立
法
は

國
、
州
當
局
、
人

ロ
ニ
萬
以
上
の
都
市
及
び
州
首
都

の
市
當
局
を
除

き
全

雇
傭
主
及
び
全
賃
銀
稼
得
者
に
適
用
せ
ら
れ
る
。

こ
の
取
リ
急

い
だ
家
族
手
當

の
採
用
は
、
労
働
者

の
経
済

的
厭
態
を
改

善
し
、

勤
労
階
級

の
母
達

が
家
庭
に
留
る
事
を
得

さ

せ
た
ば

か

り
で
な

く
、
戦
争

に

よ

つ
て
多
く

の
男
子
を
失
ひ
、

結
婚
及
び
出
生
が
驚
く
べ

き
減
少
を
示
し

て
ゐ
る
此

の
國
に
、
出
生

率

の
増
大
を
齎
し
得

た
の
で
あ

る
。④

將
來

の
展
望

(
F
u
t
u
r
e
 
P
r
o
s
p
e
c
t
s

)

家
族
手
當
制
度
は
遅
か
わ
、
早
か
わ
其

の
他

の
諸
國
に
於
て
も
採
用
せ

ら
れ
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
最
近

の
進
歩

の
有
様
に
よ

つ
て
期
待
す
る

こ
と

が
出
來
る
。
例

へ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
に
於

て
は

「
最
高
労
働
會
議
」
(
S
u
p

r
e
m
e
 
L
a
b
o
u
r
 
C
o
u
n
c
i
l
)

が
保
険

の
形
式
に
依
る
手
當
制
度

の
草
案

を
審
議
し

た
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ャ
州
に
於

て
も
数

ヶ
月

前
、
家
族

手
當
制
度
採

用
の
経
費
、
可
能
性
、

そ
の
効
果
を
審
議

す
べ
き

委
員
會

の
設
置
が
首
相

に
よ

つ
て
提
案
せ
ら
れ
た
。

ア
ル
ゼ

ン
チ

ン
に
於
て
は

一
九

二
二
年
以
來
、
こ
の
制
度

に
關
す
る
幾

多

の
法
案

が
議
會
に
提

出
せ
ら
れ
て
來
た
。
そ

の
中
で
通
過
し

た
も

の
は

一
つ
も
な
か
つ
た
が
將
來
、
何
等

か
の
措
置
が
執

ら
れ
る
で
あ
ら
う
と

い

ふ
事
は
推
測
せ
ら
れ
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
諸
國
に
於

て
家
族

手
當
制

度
が
論
議
せ
ら
れ
、
そ
の
試

み
が
實
行
に
移
さ
れ
た

の
は

此
の
國

一.
つ
の

み
で
は
な

い
。
こ
れ
ら

の
國

々
の
關
心
の

一
つ
の
現
は
れ
と
し

て
、
將
來

の

発
展

に
希
望
を
輿

へ
る
の
は
リ

マ
に
於
け
る

「
汎
米
會
議
」
(
P
a
n
-
A
m
e

r
i
c
a
n
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e

)
に
於

て

一
九

三
八
年

一
二
月
二

一
日
に
採
用
せ
ら

れ

た
決
議

で
あ
る
。
労
働

の
報
酬
は
、
爲

さ
れ
た
仕
事
の
価
値

に

の
み
基



礎
づ
け
ら
る
べ
き
で
な
く
、
労
働
者
と
其
の
家
族

の
必
要
を
も
考
慮
す
べ

き
で
あ
る
と

い
ふ
事
が
指
摘

せ
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
諸
國

の
政
府

に
家
族
手

當
制
度
を
採

用
す
る
や
う
に
勘

め
た
の
で
あ

つ
た
。

し
か
し
、

此
虎
で
我

々
は
か
う
し
た
傾

向
に
対
し

て
、
北

ヨ
貰

ロ
ッ
パ

②

諸
國

の
も
う

一
つ
の
傾
向

の
こ
と
を
思

ひ
併

せ
ね
ば

な

ら

な

い
。

そ
れ

は
家
族
手
當
制

の
採

用
を
必
要
な
ら

し
め
る
が
如
き
同
じ
立
場

か
ら
出
獲

し
、
し

か
も
異

つ
た
解
決

の
道
を
辿

つ
て
ゐ
る
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。

例

へ
ば
、

ス
ウ

ヱ
ー
デ

ン
に
於

て
は
人
口
問
題
が
特

に
憂
慮
す
べ
き
倣

態
に
あ

つ
た
の
で
、
政
府
は

一
九

三
五
年
五
月
に
特
別

の
委
員
會
を
設
置

し
、
各
種

の
観
貼

か
ら

こ
れ
を
徹
底
的
に
考
究
し
、
人
ロ
維
持
を
目
的
と

③

す
る
社
會
改
革

の
計
書
を
提

出
す
る
や
う
に
命

じ
た
。

】≦
団
a
9。一
夫
人

の

謂
ふ
所

に
き
け
ば

『
主
と
し

て
大
衆

の
利
益

の
見
地

か
ら
人
ロ
封
策

を
考

究

し
、
子
供
を
有
す
る
家
族

の
社
會
條
件
を
良
く
す
る

こ
と

に
依

つ
て
人

口
の
質

の
向

上
を
希

ふ

の
で
あ
る
か
ら
、

此
の
計
書

に
は
新

し

い
現
實

的

な
重
要
性
が
附
加
さ
れ
る

の
で
あ
る
』
と

い
ふ
の
で
あ
る
。

こ

の
委
員
會

は
家
族

の
大
き
さ
と

生
活
水
準
と

の
関
係
、
及
び
生
活

水

準
を
維
持
す

る
た

め
に
、
そ
れ
以
後

の
子
供

の
出
生
に
依

つ
て
必
要
と

さ

れ
る
額

を
決
定
せ
ん
と
努
力
し
た
。
委
員
會
は

こ
の
や
う
な

『
家
族

の
制

限
に
対
す

る
纏
濟
的
な
動
因
』

の
み
で
は
な
く
、

『
多
く

の
社
會
暦

の
中

で
正
常
で
望
ま
し

い
と
さ
れ
て
ゐ
る
家
族

の
大
き
さ
が
子
供

の
健
康
と
幸

薦

を
害
ふ
と

い
ふ
事
實
』

も
指
摘
し
て
ゐ
る
。

「
人

口
委
員
會
」
(
P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
s
i
o
n

)
に
依

つ
て
承
認
せ

ら
れ
た
根
本
原
則

の

一.つ
は
、
大
家
族

の
た
め
に
、
そ
し

て
次

の
世
代
を

維
持
す
る
た

め
の
費
用
を
國

民
全
豊
に
平
等
に
負

携
せ
し

め
る
た
め
に
、

所
得

の
再
分
配
を
行
ふ
と

い
ふ

の
で
あ

つ
た
。

右

の
方
針
を
實
行
す
る
た
め
に
大
き
な
計
書
を
樹

て
た
が
、
委
員
會
は

現
金
に
依
る
家
族
手
當
を
採

用
し
な
か

つ
た
。
手
當

の
額
を
充
分
に
す
れ

ば
、
國
家

の
豫
算

の
約
四
分

の

一
に
當

る
か
ら
経
費

の
黙
で
不
可
能
で
あ

る
と

い
ふ

の
が
其
の
理
由
で
あ
る
。
委
員
會
は
現
物
給
付

の
制
度
を
可
と

し
た
。

こ
の
制
度
に
よ
れ
ば
手
當
は
公
共

の
協
同
的
基
礎

の
上
に
組
織

さ

れ
得
る
か
ら
著
し
く
費

用
を
節
約
す

る
と

い
ふ
長
所
を
有

つ
て
ゐ
る
と
す

る
の
で
あ
る
。

ノ
ル
ゥ
ェ
ー
も
同
じ
様
な
方
向
を
と

る
で
あ
ら
う
。

こ
の
國
に
於

て
は

一
九
〇
八
年

か
ら

一
九
三
三
年
に
か
け

て
、
家
族
手
當

の
採
用
に
対
す

る

請
願
が
多
く

の
婦
人
團
體

に
よ

つ
て
な
さ
れ
て
來

た
。

一
九

三
四
年

に
家

族
制
度

の
た
め
の
委
員
會
を
設
置
し
、
そ

の
報
告
書
が

一
九
三
七
年

一
二



月

一
〇
日
に

「
社
會

事
務
大
臣
」

の

許

へ
提
出

さ
れ

た
。
多
数
意
見
は
課
税
を
財
源
と
し
、
賃
銀
と
は
無
関
係

に
総

て

の
人
に
適
用
せ
ら

れ
る
家
族

手
當
に
賛
成
し
た
。
大
臣
は
関
係

各

團
體

に
諮
問
し
た
が
、

そ

の
多
く
は

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
人
ロ
委
員
會
に
よ

っ
て
支
持
さ

れ

て

ゐ

る
現
物
手
當
制
度

を
可
と
す
る
旨

の
回
答
を
な
し

た
。①

〔
組
合
に
加
入
せ
る
と

否
と
に
拘
ら
ず
、
そ

の
部
門
に
属
す
る
総

て
の
雇
傭
主
、
被
傭
者
、
藝
術
家
及
び
自
由
職
業
者
は
、
そ

の
組
合

に

よ

つ
て
代
表
せ
ら

れ
る
。

(
一
九

二
六
年

四
月

の
組
合
に
關
す

る

法
律
、
第
五
條
参
照
)
〕

及
び

参
照
。

〔
戸

矢

「
家
族
手
當
剃
度

の

問
題
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
委
員
會

の
報
告
に

つ
い
て
」

法
政
研
究
、

五
巻

二
號
〕

③

〔
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
學
教
授

氏
夫
人
、

婦

人
労
働
委
員
會
書
記
長
〕

三

一
般
的
傾

向

最
近
に
於
け
る
家
族
手
當
立
法

の
護
展
を
考
察
す

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら

の
法
規

の
性
質
を
研
究
す
る

こ
と
に
眼
を
韓
ず

る
な
ら
ば
、
先
づ

そ
の

多
檬
性
に
驚

か
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
は
元
來
異

つ
た
條
件
を
有

つ
て
ゐ
る

國

々
に
於

て
特
別
な
必
要
に
合
す
る
た
め
に
設
立
せ
ら

れ
、
そ

の
後
次
第

に
改
革
せ
ら

れ

た

の
で

あ
る
か
ら
現
在
は
著
し

い
派
生
を
呈
し

て
ゐ
る

が
、

こ
れ
を
五
つ
の
大

き
な
型
に
分
か
つ
て
考
察
し
得
る
。

(
イ
)

ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

及
び

ニ
ュ
ー
サ
ウ

ス
ウ

エ
ー
ル
ス
に
於

け

る
剃
度

。
家
族
手
當
は

一
般
豫
算

の
中
か
ら
國
家
に
よ

つ
て
支
舞
さ
れ
、

最
低
賃

銀
に
關
す
る
立
法
及
び
家
族
所
得
と
連
關
し
て
ゐ
る
。

(
ロ
)

イ
タ
リ
ー
、
ス
ペ

イ
ン
、

チ
リ
に
於

け
る
制
度

。
社
會
保
陰

の

性
質
を
有

し
、
手
當
受

取
人
に
よ

つ
て

一
定

の
掛
金
が
な
さ
れ
、
雇
傭
主

も
そ
れ
と
同
額
か
或
は
多
額

の
掛

金
を
要

求
せ
ら
れ
、
國
家
に
よ
つ
て
補

助
金
が
與

へ
ら
れ
る
。

(
ハ
)

一
九
三
〇
年

の

ベ
ル
ギ
ー

の
制
度
及
び

一
九
三
八
年

の

ハ
ン

ガ

リ
ー

の
制
度

(
一
九
三
二
年

の
フ
ラ

ン
ス
の
蕉
[制
度

も
こ
れ
と
同
じ
で

あ
る
)
。

手
當
は
雇
傭

主
に
依

つ
て
準
備
せ
ら
れ
、

仕
事
と
連
關
す

る
が

報
酬
と
し
て
で
は
な
く
、
労
働
者

の
家
族

に
対
す

る
責
任
を
考
慮

し
て
支

給

せ
ら

れ
る
。

(M
inister of Social A

ffairs)

 International L
abour R

eview
, V

ol.  X
X

  X
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m
e for fam
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eden", V
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L

, N
o. 1, July 1939: "Fam

ily

A
llow
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orw

ay",

G
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ydral
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eneral T

rends)



(
二
)

賃
銀
稼
得
者

以
外

の
人
に
対
す

る

一
九
三
七
年

の
ベ

ル
ギ
ー
の

制
度
。
相
互
扶
助

の
性
質
を
有
し
、
手
當
受

取
人
自
身
が
財
源
を
賄

ふ
。

手
當
は

こ
の
場
合
、
こ
れ
ら

の
人
達

の
家
族
が
社
會

に
対
し
「て
憲
し

た
奉

仕
に
対
し

て
、
非
賃
銀
稼
得
者
全
豊
に
依

つ
て
果
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
社

會
的
責
任
を
表

は
す

の
で
あ
る
。

(
ホ
)

一
九

三
九
年

の
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
扶
助
制
度
。
階
級
及
び
　職
皿栗

の
如
何
を
問
は
ず
、
全

フ
ラ

ン
ス
市
民
に
対
し

、
全

フ
ラ
ン
ス
市
民

の
醸

」
出
に

よ
る
同
額

の
手
當

を
保
謹
す
る
。

右

の
や
う
な
家
族
手
當
制
度

の
多
様
性
に
拘
は
ら
ず
、
そ
れ
ら
は

又
、

何
等

か
の
共
通
黙
を
有
し

て
ゐ
る
。
次
に
手
當

の
意
義
、
適
用
範
囲

、
手

當
額
、
財
源

の
方
法
に
つ
い
て
考
察
し

よ
う
。

-
、
手
當

の
意
義

(
T
h
e
 
C
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
t
h
e
 
A
l
l
o
w
a
n
c
e

)

『
家
族
手
當
と
は
家
族
扶
養

の
責
任
あ
る
労
働
者
に
対
し

雇
傭
主
に
依

つ
て
定
期
的
に
支
払

は
れ
る
金
銭

の

一
定
額
を
謂

ひ
、
そ
の
支
給
は
技
術

的
能
力
又
は
生
産

高
と
は
無
関
係

に
、
労
働
者

の
社
會
的
価
値

を
考
慮
し

て
定

め
ら
れ
、
そ
の
額
は
労
働
者

の
家
族

に
対
す

る
責
任
ー
i
即
ち

十
四

①

歳

乃
至
十
六
歳
以
下

の
子
供

の
敷
を
基
礎

と
す

る
』
。

こ
の
定
義
は

ベ
ル

ギ
ー
、

フ
ラ
ン
ス
及
び
最
近

の
ハ
ン
ガ

リ
ー

の
當
初

の
立
法

の
底
を
流
れ

る
思

想
を
明
か
に
し

て
ゐ
る
。

「
労
働
法
論
」
で
試

み
た
ポ
ー

ル

・
ピ
ッ

ク
の
定
義

に
依
れ
ば
、
手
當
は

『
手
當
受

取
人

の
賃
金
の
附
加
物
で
は
あ

る
が
、
そ

の
本
質
的
な
部
分
で
は
な

い
』
。

し
か
し
な
が
ら
、
手
當
制
度

の
目
的
自
身
が
変
更

さ
れ
て
し
ま

つ
た
以

上
、

そ
の
概
念

も
愛
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
各
國
に
於

け
る
人
口

の
減
少
と

い
ふ
傾
向
が
家
族

の
重
要
性

に
つ
い
て
の
關
心
を
深

め
さ
せ
、
か
く
し

て

手
當
は
賃
銀
と

の
連
關
を
失
ふ
に
至

つ
た
。
育
見
は
國
家
社
會
全
體

が
携

は

る
べ
き
最
も
価
値

あ
る
社
會
奉

仕
と
考

へ
ら
れ
る
か
ら
、
育
児
に
從

ふ

家
族
に
輿

へ
ら
れ
る
援
助
で
あ
る
。
こ
の
事
は
手
當
は
家
族

の
必
要
に
磨

が
救
濟

の
性
質
を
有
す

る
と

い
ふ
意
味
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
國
民
所
得

じ
て
分
配

さ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
ふ
思
想
に
基
礎
を
置
く
新
ら
し

い
権
利

で
あ
る
。
『
家
長
が
社
會

に
対
し

人
的
資
源

(
h
u
m
a
n
 
m
a
t
e
r
i
a
l

)
と

い

ふ
慣
値
あ
る
貢
献

を
な
す
な
ら
ば
、

こ
の
賓
源
は
將
來

に
於
て
肉
燈
的
或

は
精
神
的
活
動
に
依

つ
て
國
家

の
富
を
槍
し
、
國
境
を
守
る
事
に
参
加
す

る
で
あ
ら
う
。
し

か
ら
ば
國
家
を
通
じ
て
活
動
す

る
社
會

は
、
家
長
が
そ

の
家
族
に
対
す

る
義
務
を
行

ふ
手
段
を
彼
に
與

へ
る
こ
と
に
依

つ
て
、

こ

②

の
貢
献
に
対
す

る
幾
分
か
の
返
禮
を
爲

さ
な
け
わ
ば
な
ら
な

い
』
。

賃
銀

稼
得
者

以
外

の
人

々
に
対
す

る

一
九

三
七
年

の
ベ

ル
ギ
ー
の
制
度
及
び

一



九
三
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
は

こ
の
新
し

い
観
念

の
上
に
打
建

て
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

家
族
手
當
が
國
民
連
帯

の
表
は
れ
と
し

て
考

へ
ら

れ
る
や
う

に
な

つ
た

と

い
ふ
事
は
、
と
く
に
イ
タ
リ
ー
、

チ
リ
、
ス
ペ
イ
ン

に
於

て
、
手
當
受

取
人

に
依
る
掛

金
と

い
ふ
特
徴
を
有
す
る
社
會
保
険

の
形
態
に
向
は
し

め

る
に
至

つ
た
。

家
族

手
當
問
題
に
關
す
る

イ
タ
リ
ー
の
專
門
家
R
e
n
a
t
o

③

T
u
r
c
h
i

氏
は
家
族
手
當
を
社
會
保
険

に
包
含

せ
し
む
る
に
つ
い
て
の
論

様
を
蓮
べ
て
、

『
事
故
(
「一。・
犀
)
』
と

い
ふ
語
は

『
危
険
(
d
a
n
g
e
r

)

と

い

ふ
意
味
で
は
な
く
出
來
事
と

い
ふ
こ
と

の
專
門
的
な
意
味
に
於

て
』

用
ひ

ら

れ
る

の
で
あ
る

か
ら
、
出

生
も
保
険

事
故
と
な
り
得
る
と
主
張
し

て
ゐ

る
。
労
働
者

の
家
族

の
立
場

か
ら
す

れ
ば
出
生

に
因

る
経
済
的
打
撃
は
、

災
害

、
疾
病
、
慶
疾
等
の
如
き
社
會
保
険

の
適
用
を
受
け
る
他

の
事
故

と

変
り
は
な

い
。
そ
れ
故
に
家
計
簿
に
は

『
経
済
的
な
損
失
、
も

つ
と
正
確

に
は
多
年
に
亘
る
べ
き
支

出
の
櫓
加
と

い
ふ

一
項
目
』

が
あ
る
の
み
で
あ

る
。
實
際

上
、
同

一
の
事
態
に
対
し

て
は
同
様
な
解
決
策

を
と
る

の
は
當

然
で
あ
る
と
T
u
r
c
h
i氏
は
述

べ
て

ゐ
る
。

家
族

の
所
得
を
維
持
す
る

た

め
に
家
族
手
當

の
保
険
化
を
提
唱
し
た

の
は
、
夙
に

一
九

二
六
年
で
あ

つ
て
、
英
國
の
著
名
な
家
族

手
當

の
專
門
家
E
l
e
a
n
o
r
緩
と
J
o
s
p
h
 
L
.

翰

C
o
h
e
n

と
で
あ

つ
た
。

2
、
適

用
範
囲

(
S
c
o
p
e

)

ベ
ル
ギ
ー
及
び

フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
現
在
全
國

民
が
家
族

手
當
を
受
け

て
ゐ
ゐ
。

ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ

ン
ド
及
び

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー

ル
ス
に
於
て
も

亦
所
得
に
対
す

る
制

限
は
あ
る
が
、
総
て

の
階
暦

の
市

民
及
び
総
て
の
産

業

に
適
用
せ
ら
れ
る
。

マ
タ
リ
ー
及
び

ス
べ
イ
ン

に
於
て
は

手
當
を
産

業

の
全
主
要
部
門

へ
撞
張
す
る
と

い
ふ

こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
が
、
労
働

者
に
対
し

て
の
み
で
あ
り
、

チ
リ
に
於

て
は
有
給
被
傭
者
に
限
ら
れ

て
ゐ

る
。

ハ
ン
ガ

リ
ー
に
於

て
も
手
當
支
給
は
工
業
、
商
業

の
労
働

者
に
制
限

さ
れ
て
ゐ
る
。

適
用
範
囲

の
廣
汎
な
こ
と
は
、
近
年

の
家
族

手
當
制
度
発
展

に
於
け
る

一
特
徴
で
あ
る
。

こ
れ
は
新
し

い
制
度

の
採

用
に
も
因
る
が
叉
現
制
度

の

適

用
範
囲

の
振
大

に
も
原
因
し
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
イ
タ
リ
ー
に
於
て
は

一

九
三
四
年
の
最
初

の
協

約
は

工
業
労
働
者
に

の
み
適
用
さ
れ
た
が
ゐ
現
在

は
工
業
、
商
業
、
農
業

の
全
労
働
者
を
覆

つ
て
ゐ
る
。
農
業
に

つ
い
て
謂

へ
ば
、
ベ

ル
ギ
ー
に
於
て
は
當
初

の
立
法
で
適
用
せ
ら

れ
な
か

つ
た
分
野

へ

一
九
三
六
年

に
振
張
せ
ら

れ
、

フ
ラ

ン
ス
に
於
て
は

一
九
三
六
年
及
び

叫
九

三
八
年

に
全
農
業

入
ロ
に
施
行
せ
ら
れ
た
。



し
か
し
家
族
手
當
制
度

の
変
化

の
最
庵
大
き

い
も
の
は
疑

ひ
も
な
く

一

九
三
七
年

の
ベ
ル
ギ
ー
、

一
九
三
九
年

の
フ
ラ

ン
ス
に
於
て

の
賃
銀
稼
得

以
外

の
範
疇

へ
の
擾
張
で
あ
る
。
そ
れ
は
独
立

生
産
者
、
雇
傭

主
、
及
び

其
の
他

の
非
賃
銀
稼
得
者
を
含
み
、
事
實
上
、
今
や
全
人

ロ
に
適
用
せ
ら

れ
る
事
と
な

つ
た
0

3
、
手
當
受
取
人

(
B
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
e
s

)

強
制
家
族
手
當
制
度

に
關
す
る
最
近

の
報
告

を
掲
げ
た
左

の
表
は
、
手

各
制
度
に
於
け
る
家
族
手
當
支
給
額

支給 年額
子供及びそ
の他の手當
受 取 人 数

手當 を受け
る 家 族 数

342,323,422
フラン

193,168,000
ツラミソ

1騰;1566,722

1,301,000

(2)1

5,189,8831

ペソ

41,367
'16

,125

1

1340∞00001,
フラン

2,869,0001,617,∞0

14・oo囎1

12副
13.709,948

リラ
16・133・『曽

1

225,826125,0∞

790,000

257,729

1,595,183

オミン ド

102,402

求ン ド

53,093

18,5966,853

3QO,OGO,OOO
べ斗彊層

4,798,4011,517,752

當
支
給
を
受
け
て
ゐ
る
子
供

の
総
計
は

七
ケ
國

の
み
で
約

一
千
萬
を
数

へ

て
ゐ
る

こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
数
字

が
判
明
し
て
ゐ
な

い
イ

タ
リ
ー
の
数

と
、

一
九
三
九
年

の
新
規
定

に
依

つ
て
初

め
て
手
當

の
支
給

を
受
け
た
子

供

の
敷
を
加

へ
る
な
ら
ば
、
手
當
受

取
人

の
総
計
は
千

三
百
萬

乃
至
千

五

百
萬
に
上
る
で
あ
ら
う
。

(
註
)

1

労
働
大
臣
D
e
l
a
t
t
r
e

氏
に
よ
り

一
九
三
八
年

.一
二
月
二
二
日

の

命
令
と
共
に
國

王
に
提

出
さ
れ
た
報
告

。

2

半
年
額
。

3

こ
の
数
字
獄

一
九
三
九
月

†
月
二
九
日

の
命
令
に
よ
り
手
當
が

一

般
的
に
適
用
さ
れ
る
以
前

の
状
態
を
表
は
し

て
ゐ
る
。
從

つ
て
石
炭

鑛
業
、
鐵
道
等

の
特
別
な
制
度
に
依

つ
て
支
給

せ
ら

れ
た
手
當
を
包

含

し
て
ゐ
な

い
。

4

イ
タ
リ
ー

「
組
合
省
」
(
M
i
n
i
s
t
r
y
,
 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n

)

の

「
労
働

監
督
官
長
」
(
D
i
r
e
c
t
o
r
 
G
e
n
e
r
a
l
 
o
f
 
L
a
b
o
u
r
)
 
A
n
s
e
l
m
i

氏

の
推
算
に
依
れ
ば
、

一
九
三
七
年
六
月
i
七
日

の
立
法
命
令
に
よ
り

適
用
を
受
け
る
労
働
者

の
数
は
、
工
業

二
、
五
〇
〇
、
0
0
0
人
、
農

業
・二

二
〇
〇

、○
0
0
人
、
農
業
及
び
工
業

に
於
け
る
有
給
被
傭
者

二
二
〇
、
○
○
○
人
、
商
業
從
業
員
二
六
五
、
○
○
○
人
、
銀
行
及
び

保
険

業
從
業
員

七
〇
、
0
0
0
人
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
部
門
に
支
給



～
年 度國 名

1937

ig37

ベ ル ギ ー

1930年 法

1937年 法

(1・)

1937チ リ

1938フ ラ ン ス
(3)

1939

1937

1937

1937

ノ・ ン ガ リ ー

イ タ リ
([13

工 業

商 業

農 業

1936
_37

1938

ニ ユ ー サ ウ ス

ウ エ ー ル ス
ニ ユ ー ジ ー ラ ン ド

① 「938

スペイン

さ
れ
る
手
當

の
年
額
は
そ
れ
ぞ

れ
四
四
四
、
六
〇
〇
、
0
0
0
リ
ラ
、

一
五
四
、
八
三
四
、
四
〇
〇

リ
ラ
、
四
八
、
一
四
四
、
○
○
○

リ
ラ
、
五

〇
、
○
○
○
、○
○
○

リ
ラ
、

二
〇
、
0
0
0

、○
○
○
リ
ラ
で
あ
り
、

合
計
約

七

一
七
、
五
七
八
、
四
〇
〇

リ
ラ
で
あ
る
。

5
S
e
v
e
r
i
n
o
 
A
z
n
a
r
,
 
L
e
 
 
A
s
s
i
c
u
r
a
z
i
o
n
i
 
s
o
c
i
a
l
i
,
 
M
a
r
c
h

A
p
r
i
l
 
1
9
3
9
.

平
時

に
於
て
、

全
労
働
者
が
年
平
均

二
〇

〇
日
雇
傭

さ
れ
る
と

い
ふ
假
定

の
下
に
推
算
さ
れ
た
手
當

の
金
額
で
あ
る
。

手
當
受
取
人

の
数

は
最
近

の
新
し

い
制
度

採
用
の
結
果
櫓
加
し
た
。
し

か
し
此

の
数
は
手
當
受
取
人
に
關
す
る
範
囲

の
定

め
方

に
依

つ
て
変
り
得

る
。
例

へ
ば
手
當
支
給

の
年
齢
制
限
、
手
當
を
各
子
に
支
給
ず
る
か
、
そ

れ
之
も
第

三
子
以
下

の
子

に
対
し

て

の
み
支
給
す
る
か
等
に
よ
り
影
響
さ

れ
る
。

次

の
表
は
諸
國
に
於
け
る
手
當
支
給

の
年
齢
制
限
を
示
し
て
ゐ
る
。

諸
國
に
於
け
る
手
當
支
給
年
齢
制
限

肉髄 的又 は精剃1
白勺障害`こよ り生

活 するを得ない
子 供に対す る年

齢 制限

な し

な し

17

i
16

18

16

な し

有給雇傭にない
か、教育 を績け
るか、徒弟契 約
にあるときの年

齢制限

1

18

17
1,・ 【

D・1

16

18

一般

年齢
制 限

ベ ル ギ ーD4

18

14

i8

1141
.一一一一'1161

1141

國 名

チ リ
(有給被傭者)

フ フ ン ス

ノ・ ン ガ リ ー

イ タ リ ー
労 働 者
有給被傭者

ニ ユ ー サ ウ ス

ウ エ ー ル ス

ニ ユ ー ジ ー

ラ ン ド

ス ペ イ ン

 

手
當
を
受
け
る
子
供

の
年
齢
制
限
が
引
下
げ
ら
れ
た
例
は
な

い
。

フ
ラ

ン
ス
に
於
て
は
手
當
支
給

の
年
齢
制
限
は

一
九
三
六
年

の
卒
業
年
齢

の
引

上
げ
と
同
時
に
十
三
歳

か
ら
十
四
歳
に
引
上
げ
ら
れ
た
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ

ン
ー3
に
於

て
も

一
九
三
八
年
の

「
社
會
保

障
法
」
に
依

つ
て
、
十
四
歳

か



ら

十

六
歳

に

引

上

げ
ら

れ

、

イ

タ
リ

書
及

び

チ
リ
に

於

て
は
有

給

被

傭
者

に
対
し

て

十

八
歳

に

一
定

せ

ら

れ

た
。

手

當

の
支

給

は

ベ

ル
ギ

ー
、

チ

リ

ー
、

ハ
ン
ガ

リ

ー
及
び

イ

タ

リ
ー

に

於

て
は
第

一
子

よ

り

、

フ

ラ

ン

ス

及

び

ス
ペ

イ

ン
に

於

て
は

第

二
子

よ

り

、

ニ
ュ
ー

サ

ウ

ス
ウ

エ
ー

ル

ス
及
び

ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

に
於

て
は

第

三
子

よ
り
開

始

さ

れ
る

。

フ

ラ

ン

ス
に

於

て
は

、

古
く

は

第

一
子

に
対
し

て

も
支

給

せ
ら

れ

て
ゐ

た

が
、

一
九

三

九
年

の
大

統
領

令

に
依

る
新

制
度

は

、
.
大

家
族

を

奨

働

し

よ
う

と

い
ふ
政

府

の
意

圖

を

反

映

し

た

の
で

あ

る

。

イ

タ

リ

ー
に

於

て
は

初

め
は

第

二
子

か
ら

で
あ

つ
た
が

、

現

在

は

第

一
子

か
ら

開
始

せ
ら

れ

、

ニ
ュ
ー
サ

ウ

ス
ウ

エ
ー

ル

ス
に

於

て
は

、

も
と
「

は
第

一
子

以
下

全

部

の
子

に
支

給

せ

ら

れ

た
が

最

低
賃

銀

が
初

め

の
二
子

の
費

用

を

考
慮

し

て
規
定

せ
ら

れ

た

の
で
、

現
在

は

第

三

子

を

以

て
開
始

さ

れ
る

。

手

當
受

取

人

の
敷

は

、

手

當
支

給

の
開

始
鮎

、
年

齢

制

限
、

に

於
け

る

変
化

に

よ

る

よ
り

も

、
係

累

と

い
ふ

一
範

疇

を

と

り

入

れ
た

事

に

よ
り

檜

加

し

て

ゐ
る
。
手
當

は

軍

に
子

に
対
し

て

の

み
支

給

さ

れ

る

の
で
は

な

い
。

ベ

ル
ギ

i
及

び

フ
ラ

ン

ス
に
於

て
は

労
働

者

の
弟

妹

に

つ

い
て
も
支

給

さ

れ

る
。

チ

リ
及

び

イ

タ

リ

i

(
銀

行
及

び

保
険
…業

從

業

員

、

一
九

三
九
年

一
一
児
の
協
約
に
よ
り
工
業
第
働
者
)
に
於

て
は
母
叉
は
労
働
者

に
よ
つ

て
扶
養
せ
ら
れ
る
係
累
に
対
し

て
支
給

せ
ら
れ
、
イ
タ
リ
ー

(
右
と
同
じ

場

合
)
及
び

フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
出
稼
せ
ざ

る
母
に
対
す

る
興
味
深

い
形

式
が
あ
る
。

4
、
手

當

額

(
A
m
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
A
l
l
o
w
a
n
c
e

)

次
の
表
は
現
在
各
國

に
於
て
支
給
さ
れ
て
ゐ
る
家
族
手
當

の
月
額
を
示

す
も

の
で
あ
る
。

手
當
率
は

ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ
ン
ド
に
於

て
は
最
近
増
加
し
、

一
九
三
八
年

に
は
週

二
シ
リ

ン
グ

か
ら
四

シ
リ
ン
グ
に
上
リ
、
ベ

ル
ギ

ー
に
於
て
は
更

に
屡

々
増
加
さ
れ
た
。

こ
の
二
國

に
於
て
は
家
族

の
必
要
と
は
無
関
係

な

賃
銀
の

一
般
的
値
上
を
行

ふ
よ
り
も
、
家
族

手
當

の
額
を
増
加
し

よ
う
と

い
ふ

一
定

の
傾
向
が
あ
る

や
う
に
考

へ
ら

れ
る
。

定

め
ら

れ
た
手
當
が
労
働
者

の
家
計
に
ど
れ
だ
け
適
當

な
補
助
を
し
て

ゐ
る
か
を
判
定
す
る

こ
と
は
難
し

い
。

フ
ラ
ン
ス
及
び

ニ
ュ
ー
サ
ウ

ス
ウ

エ
ー
ル
ス
、

ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ
ン
ド
並
び
に
そ
の
他

の
國
の
或

の
種

の
労
働

者
を
除

い
た
大
部
分
の
場
合
、
賃

銀
と
比
較
し
て
手
當
が
大

き

い
率
を
示

し
て
ゐ
る
と
は
考

へ
ら

れ
な

い
。
し
か
し
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
の
制
度

が
縣

の
平
均
賃
銀
の

一
〇
パ
ー

セ
ン
ト
或
は

二
〇
パ
ー

セ
ン
ト
と
率
を
定

め
た



の
は
、
子
供

の
出
生
に
因
て
生
ず
る
支
出
に
手
當
は
相
慮
せ
ね
ば
な
ら
な

い
と

い
ふ
方
向

へ
向

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第 六 子
以 下第五子1第一子 第二子:第三子節 四子國 名

ベ ル ギ ー

124フ ラン

120ノ ラン

124
フラン

120
フフン

89
フラン

85

フラン

58
フラン

50

フラン

35

フラン
30
フラン

20.60

フラン

15.OO

7ラ ン

賃 銀 稼 得 者

非賃銀稼得者

扶 養 され る係 累 に対し 月25ペ ソチ リ

縣別 平 均 賃 銀 の20パ ー
セ ン ト

縣刑 平 均

賃銀 の10
ノ{一セ ン

ト

フ フ ン ス

同 率 、一 人 に つ き5べ ンゴノ・ ン ガ リ ー

イ タ ・リ ー

26.∞
';弓

31.20

彗ラ

20.80

リラ

3j.20
、」ラ

20.80

リラ

26.OO

リラ

11.25

リラ

26.00
ijラ

15.6Q

リラ2

0.80

彗ラ

10.40

リラ

20.80

リラ

労働者

有給被傭者

第 働 者

有給被傭者

工業

農業

21シ リンク8ペ ンス(週5シ ・,ング)
ニ ユ ー サ ウ ス ウ エ

ー ノレ ス

17シ リング3ペ ンス(週4シ リング)ニ ユ ー ジ ー ラ ン ド

第六 、第 七子 に
10ペ セタ

第 八乃至第 十子ス ペ イ ン

15ペ セダ

箭11_12二 若'こ107.5Qペ セタ

20ペ セタペセタ

蘭3子 以下
25べ 一;.A

賃
銀
と

の
關
聯
に
於
け
る
手
當
額
と
家
族

の
構
成
に
雁
ゆず

る
家
計

の
槽
減
と

の
i

現

在

の
研
究
を
凌
駕
す
る
i

丹
念
な
比
較

こ

ぞ
手
當
が
労
働

者
達

の
必
要

に

一
致
す
る
か

否
か
の
限
度

を

一
層
正
確
に
決
定
し
得
る
唯

一
の
方
法
で
あ
ら
う
。
家
族

の
全
所
得

(
賃

銀
と
手
當
)
と
家
族

の
生
活

上
の
必
要
も
亦

比
較

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
何
故
な
ら
、

賃

銀
と

手
當

の
二

つ
は
、

個

々
の

家
族

の

必
要

に
対
応

す
る
、

よ
り
公
平
な
、
よ
り
有

敷

な
分
配
と
し
て
は
、
決
し
て
同
慣
値
で
は

な

い
け
れ
ど
も
、
高
賃
銀
に
対
す

る
低
率

の

手
當
は
、
低
賃
銀

に
対
す

る
高
率

の
手
當
と

同
檬

に
充
分
家
族

の
必
要
を
補

ひ
得
る
の
で

あ
る
。

(
註
)

1

一
九
三
八
年

一
月

二
六
日
の
命
令
。



2

.
一
九
三
七
年

の
法
律
及
び

一
九

三
八
年

一
二
月
二
二
日

り
勅
令
。

3

手
當

の
額
は
年
毎

に
決
定
せ
ら

れ
、
集

め
ら

れ
た
醸
畠
金
の
総
額

及
び
支
給
す

べ
き
手
當
件
数
に
應
じ

て
計
算

さ
れ
る
。
そ
の
額
は
家

長

に
扶
養
せ
ら
れ
る
各
人
に
同
額
で
あ
る
。

4

一
九
三
九
年
に
康

止
せ
ら
れ
た
第

一
子
に
対
す

る
手
當
は
事
情

如

何
に
拘
は
ら
ず

二
〇
〇
〇

フ
ラ
ン
を
下
ら
ざ
る

】
時
金
の
出
生
特
剛

手
當
に
依

つ
て
復
活
せ
ら

れ
た
。

一
九
三
八
年

一
二
月

=

一日
の
命

令
に
依

つ
て
、
家
庭

で
働

い
て
ゐ
る
母
親
に
支
給

さ
れ
る
縣
別
平
均

賃
銀
の

一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
の
手
當
が
と
り
入
れ
ら
れ
、

二
千
人
以
上

の
住
民
を
有

つ
地
域
の
た
め
に
準
備

さ
れ
て
ゐ
る
。

一
九
三
九
年

七

月

二
九
日
の
大
統
領
令
は
手
當
は
第

二
子
に
対
し

て
は
平
均
賃
銀

の

一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
第

三
子
以
下

に
は
各

々
に
二
〇
パ
ー

セ
ン
ト
と
規

定
し
た
。
そ
し
て
其
の
平
均
賃
銀
と

い
ふ

の
は

二
千
人
以
上

の
住
民

を
有
す

る
地
域

と
二
千
人
未
満

の
地
域
に
於

い
て
そ
れ
ぞ
れ
各
縣
毎

に
決
定

せ
ら
れ
る
。

一
例
を
塞
'げ
れ
ば

一
九
三
九
年
パ
リ
及
び

セ
ー

ヌ
縣

に
於
け
る

平
均
月
當
り
賃
銀

一
五
〇
〇

フ
ラ

ン
と
定

め
ら

れ

た
。
從

つ
て
手
當
は
第
二
子

に
対
し

一
五
〇

フ
ラ
ン
、
第
三
子
以
下

は

三
〇
〇

フ
ラ

ン
で
あ

つ
た
。

5

一
九

三
九
年

一
一
月

一
五
日

の

「
フ
ァ
シ
ス
ト
製
造
家
総
聯
合
會

(
F
a
s
c
i
s
t
 
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s

)
」
と

「
フ
ァ

シ
ス
ト
工
業
労
働
者
総

聯
合
會

(
F
a
s
c
i
s
t
 
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f

I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
W
o
r
k
e
r
s

)
」

の
協

約
は
労
働
者

の
妻

に
対
し

月
三

一
・
二
〇

リ

ラ

(
週

七
3
二
〇

リ

ラ
)

、
有

給

被
傭

者

の
妻

に
対
し

て

四
四

・
二
〇

リ

ラ

(
週

一
〇

・
二
〇

リ

ラ
)

と

定

め

て
ゐ

る
。
各

係

累

へ
の
手

當

は

そ

の
労
働

者

に
対
し

て

月

一
八
・
二
〇

リ

ラ

(
週

四

・
二

〇

リ

ラ
)
、
・有

給

被
傭

者

に
対
し

て
片

二
八

・
六
〇

リ

ラ

(
週

六

・
六

〇

リ

ラ
)

と
定

め
ら

れ

て

ゐ
る

。

6

一
九

二
九
年

一
二
月

二

三
日

の
法
律

。

5
、
均
齋
金
庫

(
E
q
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
F
u
n
d
s

)

フ
ラ

ン
ス
及
び
ベ

ル
ギ
ー
に
於

て
は
當
初

の
制
度

か
ら
、
他

の
諸
國
で

は
後
に
な

つ
て
か
ら

の
制
度

に
於

て
重
要
な
特
徴

の

一
つ
は
、
費
用

の
分

憺
を
、
そ

の
企
業

の
被
傭
者

の
家
族
責
任

に
比
例
し
て
で
は
な
く
、
支
払

賃
銀
総
額
、
或
は
雇
傭
労
働
者
総
敷

叉
は
こ
わ
と
同
様
な
他

の
標
準

に
よ

・
つ
て
表
は
さ
れ
る
企
業

の
大
小
に
應
じ

て
、
負

は
し

め
る
と

い
ふ
巧
妙
な

機
構
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
諸
企
業
は

一
つ
の
均
齊

金
庫

に
区
分

さ

れ
、
そ
れ
が
手
當

の
総
額
を
計
算

し
、
負
担

の
分
配
に
關
す
る
規
則
を
定

め
、
金
庫

に
馬
す
る
各
企
業
に
負
推
す
べ
き
費
用
を
割

り
當

て
る
。

二
の
様
な
方
法
で
、
各

企
業

の
家
族
責
任

に
於
け
る
不
平
等
か
ら
結
果

す
る
企
業
間

の
不
公

正
な
競
争

の
危
険

と
と
も
に
、
企
業
が
家
族
責
任

の

最
も
大
き

い
人
々
を
解
雇
す
る

か
も
知
れ
ぬ
と

い
ふ
ー

こ
の
制
度

の
目



的
と
は
明
ら

か
に
反
対

の
ー
危
険

を
除

き
得
る

の
で
あ
る
。

こ
の
均
齊
組
織
は
職
業
別
、
職
業
群
別
、
或
は
地
域
的
又
は
杢
國
的
規

模

に
於
て
組
織
し
得
る
。
均
齊
金
庫
は

一
九
三
八
年
迄

の
フ
ラ

ン
ス
の
如

く
各
金
庫

の
範
囲

内
で
独
立

に
活
動
し
、

叉
イ
タ
リ
ー
の
如
く

杢
産
業

(
工
業
、
農
業
、
商
業
、
並
び
に
銀
業
及
び
保
険

業
)

の
主
要
各
部
門

の

範
囲

内

に
於
て
も
、
叉
ス
ペ
イ
ン

の
様
に
杢
國
的
な
規
模

に
於

て
も
活
動

し
得
る
。

こ
の
活
動
は

二
つ
の
段
階

に
行

ひ
得
る
。
即
ち
各

金
庫
内

で
の

第

一
段

の
活
動

と
ベ
ル
ギ
i
、

ハ
ン
ガ

玖
ー
、
現
在

の
フ
ラ
ン
ス
の
場
合

、

の
や
う
に
全
國
的
金
庫
を
有

つ

一
種

の
再
保
険

に
當
る
各

金
庫
間

の
第

二

段
の
活
動
と
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
八
月
四
日

の
法
律

に
依
り
ベ

ル
ギ
ー
で
と
ら
れ
た
二
段
構

へ
の
全
國
的
均
齊
制
度
が

一
九
三
八
年

に
フ
ラ

ン
ス
に
於
て
採
用
さ
れ
、

或
は
最
近

の
職
業
別
叉
は

一
般
的
家
族
手
當
制
度

、
非
賃
銀
稼
得
者
に
封

す

る
ベ

ル
ギ
ー
の
制
度

、
の
如
き
が
総

て
全
國
的
規
模
を
有

つ
も
の
で
あ

り
、
ま
た
財
源
を
課
税
か
ら
得

て
ゐ
る
手
當
制
度

が
全
國
的
な
基
礎
に
立

つ
も

の
で
あ
る

こ
と
を
考

へ
る
な
ら
ば
、
総

て
の
家
族
手
當
制

の
現
時

の

主
要
な
特
質
は
國
民
連
帯

の
原
則
で
あ
る
と
の
結
論
に
到
達
引
る
で
あ
ら

う
o

6

、

財

源

(
F
i
n
a
n
c
i
n
g
 
t
h
e
 
S
c
h
e
m
e
s

)

少

な

く

も

職
洲

の
制
度

に
於

て
は
、

其

の
始

め

に
費

用

の
杢

部

が
雇

傭

主
に
依

つ
て
負

櫓

さ

れ

た
。

現
在

に
於

て
も

ベ

ル
ギ

i
、

フ
ラ

ン

ス
、

ハ

ン
ガ

リ

ー

の
賃

銀
稼

得

者

に
対
す

る
手

當

に
關

す

る

限
り

同

じ

で

あ

る
。

し

か

し
、

最

近

の
制

度

は

財

源

に
關

し

て

も
新

し

い
方

法

を

採
用

し

て
ゐ

る

し
、

此

の
貼

に
關

す

る
改

革

は

近

年

の
著

し

い
特

徴

で

あ

る

か
ら

、

右

の
や
う

な
方

法
を

最

早

一
般

的

な

通

則
と

ル

て
考

へ
る

事

は

出
來

な

い
。

現

霧

の
制

度

は

財

源

の
方

法

か
ら

四

つ

の
分

類

に

分

か

ち
得

る

。

(
イ
)

ベ

ル
ギ

ー
、

フ

ラ

ン

ス
、

ハ
ン
ガ

リ

ー

の
賃

銀
稼

得

者

に
対
す

る

制
度

の
如

く

、
事

實

上

総

て

の
負

憺

を
雇

傭

主

に
課

す

る

も

の

。

(
ロ
)

イ

タ

リ

ー
、
ス
ペ
イ
ン

の
如

く
不

平

等

で
あ

る

に

せ

よ
、

チ

リ

の
如

く

同

じ
割

合

で

あ

る

に
せ

よ

、
労

働

者

と
雇

傭

主

の
隻

方

に

費

用
を

分

播

さ

せ

る
も

の
o

(
ハ
)

非

賃

銀
稼

得

者

に
対
す

る

ベ

ル
ギ

ー

の
制

度

、

フ
ラ

ン

ス
に
於

け

る
雇

傭

主

、
独
立

生

産
者

な
ど

に
対
す

る
新

制
度

の
如

く

手

當
受

取

人

自
身

に
費

用

を
醸

出

さ
せ

る

も

の
。
.

(
一一
)

ニ
ュ
ー

サ
ウ

ス
ウ

エ
ー

ル

ス
及

び

ニ

ユ
ー
ジ

ー

ラ

ン
ド

に
於

け

る
如

く

、

叉

一
九

三
九

年

七

月

二
九

日

の
大

統

領
令

の
公
布

以
來

の

フ
ラ



法

政

研

究

第
十

一
巻
}

第

一
號

ン
ス
に
於
け
る
が
如
く
、
國

の

一
般
牧
入
と
税
金
牧
入
か
ら
費
用
を
支
出

す

る
も
の
。

右

の
手
當
制
度

の
財
源
負
擢
と
は
別

に
、
と
く

に
非
賃
銀
稼
得
者
に
封

す
る
制
度

に
於
て
で
あ
る
が
、
各
國

が
そ
れ
ぞ
れ
の
額
に
於

て
補
助
金
を

與

へ
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
實
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

い
。
現
在
、
補
助
金
皆

無

の
制
度
は
チ
リ

一
國
だ
け
で
あ
る
。
そ

の
他

の
諸
國
で
は

一
定
額
の
醸

出
を
行

ひ
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
於
て
は
中
央
機
關

の
費
用
と
同
額
、
ベ

ル
ギ

ー
に
於

て
ば

三
千
萬

フ
ラ

ン

(
一
九

三
〇
年
八
月
四
日

の
法
律
に
よ
る
、

5)

一
九
三
七
年
七
月

一
〇
日

の

法
律

に
依
れ
ば

更
に
多

い
)
、
イ
タ
リ
ー
に

於
て
は
農

工
業
労
働

者
に
対
し

て
約

八
千
四
百
萬

リ
ラ
、
ス
ペ
イ
ン

に
於

て
は
、

一
定

の
配
當

金
に
対
す

る

一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
の
税
牧

入
に
、
五
百

萬

ベ
セ
タ
を
加

へ
た
も

の
で
あ
る
。

フ
ラ

ン
ス
に
於
て
は
國
家
の
補
助
金

は
將
來
農
業

に
從
事
す
る
人
、
及
び

一
定

の
独
立

生
産
者
に
対
し

て
支
給

せ
ら
れ
る
手
當

の
三
分
の
二
に
當
り
、

一
九

三
九
年

七
月

二
九
日

の
命
令

の
下
で
家
族
扶
助

の
た
め
必
要
と
さ
れ
る
総
額
は
十
四
億
五
千
萬

フ
ラ

ン

と
推
算

さ
れ
、
國
庫
制
度

の
改
革
と
、
未
婚
者
、
離
婚
者
、
寡
婦
、
子
供

の
な

い
既
婚
男
子

の
所
得

に
対
す

る
家
族
税
に
よ
リ
賄
れ
る
筈
で
あ
る
。

全
市
民
間

の
無
差
別
な
る
こ
と
、
國
家

が
財
源

へ
加
入
し
た
こ
と
、
は

政
府
が
人
ロ
政
策

の
武
器
と
し
て
家
族
手
當

を
用

ひ
る
と
い

ふ
、
最
近

の

.

傾
向

の
當
然
の
蹄

績
と
考

へ
ら

れ
る

で
あ

ら
う
。

四

結

言

要
約
す
れ
ば
、
最
近

の
家
族
手
當
立
法
の
獲
展

の
上
に
相
反
す
る
二
つ

の
傾
向
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

一
方
に
於

て
、
二
三
の
國

々
、
と
く

に
・ベ

ル
ギ
ー
、

フ
ラ

ン
ス
、
イ
タ
リ
ー
に
於
て
は
手
當
制
度

の
統

一
化
、
簡
潔

化
、

一
般
化

へ
の
傾
向
が
著

し

い
し
、
他
方

に
於
て
、
各
國
の
立
法
タ
ニ

國
つ

つ
比
較
す
る
と
、
お
互
に
少
し
つ

つ
異
る
立
法
の
形
式
を
採
用
し
よ

う

と

い
ふ
傾
向
を
現
は
し
て
ゐ
る
。
各
國
が
特
別
な

必
要
か
ら

こ
の
制
度

を
採
用
す
る
と

い
ふ
見
地

か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
長
所
で
あ
る
此

の
法

規

の
多
様
性

の
底

に
、
家
族
手
當
は
到
る
と
こ
ろ
社
會
的
國
民
的
連
帯

の

自
由
な
新
し

い
観
念
を
反
映
し
て
來
た
α
手
當
制
度

は
、
試
験
的

で
な
く

な
る
と
共
に
、

一
層
確
固
た
る
立
法

の
形

式
に
進
ん
で
ゐ
る
が
、
そ
の
或

る
も
の
は
著
し
く
家
族
所
得
の
保
険

に
接
近
し

て
來
た
。
二
三
の
家
族

手

當

の
指
導
的
提
唄
者

た
ち
に
從

へ
ば
、
そ
れ
が
こ
の
制
度

の
窮
極

の
形

式

と
な
る
で
あ
ら
う
。



以
上
で
知
リ
う
る

や
う
に
家
族
手
當
制
度
は
、
制
度
と
し

て
の
形
式
的

な
差
異
を
も

つ
ば

か
り
で
な
く
、
そ

の
意
義

に
於
て
も

い
ろ

い
ろ
の
變
遷

を
示
し

て
來
た
。

先
づ
起
源
と
課
は
れ
る

フ
ラ

ン
ス
海

軍
省

の
給
與
が
滋
恵
的
性
質
の
も

の
に
過
ぎ
た
か

つ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
手
當
制
度

の
原
型
と
も

謂

ふ
べ
き
法
制
化
以
前
の
ベ
ル
ギ
ー
、

フ
ラ
ン
ス
の
制
度

が
企
業
組
織

の

下

に
於

て
成
長
し
て
來
た
黙
を
考

へ
る
な
ら
ば
相
互
扶
助
的
性
質
と
と
も

に
雇
傭

の
綴
績
、
賃
銀
値

上
げ

の
阻
止
等
、

の
如
き
何
等

か
企
業

の
要

求

に
合
す
る
機
能
を
管
む

こ
と
に
依

つ
て
合
理
的
基
礎
を
有
し
て
ゐ
た

の
で

あ
ら
う
と

い
ふ
事
が
考

へ
ら
れ
る
。

其

の
後
、
家
族
手
當
制
度

が
賃
銀
制
度
と
關
聯
し

て
「
必
要

に
慮
ず

る
」

賃
銀

の
主
張
と
し
て
労
働
者

の
立
場
か
ら
、
又

「
等
し
き
労
働
に
対
し

て

等

し
き
報
酬
」
の
主
張

の
理
論
的
前
提
と
し
て
女
子

の
立
場

か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
現
行
賃
銀
制
度

に
対
す

る
批
判

の
役
目
を
果
し
て
奪

事
を
忘

れ
て

は
な
ら

な

い
。

此
の
制
度
が
人
口
政
策

と

の
關
連
を
も

つ
に
至

つ
て
賃
銀
制
度
匙

の
連

關
を
絶

つ
に
至

つ
た

が
、

こ
れ
が
更
に
次

の
変
化

を
齎
ら
す
契
機
を
孕

ん

だ
。
す
な
は
ち
賃
銀

に
対
す

る
補
足
と
し
て
手
當
を
考
慮
す
る
以
上
、
金

鋒
的
給
付

が
當
然
と
さ
れ
、

か
つ
そ
れ
で
充
分

で
あ

つ
た
が
、
人
ロ
婚
加

に
対
す

る
武
器
と
し
て
の
意
義

を
強
調
す
れ
ば
、
手
當
は
當
熟
現
物
給
付

に
愛
ら
ざ
る
を
得
な

い
。

し
か
し

乃
ウ

ヱ
ー
デ

ン
に
於
け
る
此
の
種

の
傾

向
は
決
し
て
手
當
制
度

の
発
展

に
逆
ふ
も

の
と
目

さ
る
べ
き
で
は
な
く
、

却

つ
て
進
化

の
形
態
と
考

へ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

手
當
制
度

の
現
時

の
特
徴
と
さ
れ
る
全
國
的
規
模

へ
の
傾
向
は
國
民
連

帯

ρ
表
現
と
し
て
の
み
考

へ
ら
る
べ
き
か
、
或
は
手
當
制
度

が
社
胃會
保
険

へ
移
行
す
る
當
然

の
結
果
と
し
て
現
は
れ
る
技
術
的

一
面
を
有
す
る
と

い

ふ
事
も
、
併

せ
考

へ
ら
る
べ
き
が
は
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。

定

義

。

に
依
り
引
用
せ
ら
れ
た

以

上氏
の

L
es allocations fam

iliales;  H
istorique: E

tat actuel

en France etl'etranger) L
ouvain. 1929). D

. 9

C
. D

ieude
0. D

e B
rf ault

(2) M
inisterio D

e H
acienda, C

aja N
acional de Jubila

 ciones y Pensiones C
iviies: A

signaciones Fam
iliares 

 (B
uenos A

ires 1939), p. 26. 

(3) R
enato T

urchi: A
ssegni Fam

iliari: V
olore sociale 

 ed econom
ico (R

om
e, 1937).



一
九
三

七
年

七
月
八
口H
パ
リ
に
於
け
る

「
第

一
回
國
際
家
族

手
當

會
議

」

へ
の

氏

の
報
告

(議
事
録
、

七
Q
頁
)
。

(4) Joseph L
. C

ohen: Fam
ily Incom

e Insurance: A
 

 Schem
e of Fam

ily E
ndow

m
ent by the M

ethod of Insu

 rance (L
ondon, 1926.)

(First International C
ongress on Fam

ily A
llo

w
ances)


